
県営公園施設における障がい者の利用に係る使用料及び利用料金の減免について 

当協会が管理しております県営公園等は、埼玉県が施行している「障害者の利用に係る公の施設の

使用料及び利用料金の減免に関する条例」及び「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料

金の減免に関する条例施行規則」により下記の施設の使用料及び利用料金が免除されます。  

公園 対象施設 準用事業 

埼玉スタジアム 2002 公園 サッカー場、フットサルコー

ト及びそれに付随する施設

熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場、ラグビー場、ソ

フトボール場、屋内運動場、

体育館、グラウンドゴルフ

場、トレーニングルーム、集 

会室等、浴室、放送設備、電

光掲示板 

卓球台、バドミント

ンコート

こども動物自然公園 入園料、こどもの城入館料、

駐車場使用料 

ポニー乗馬コーナ 

ー 

上尾運動公園 プール入場料、陸上競技場、

体育館、 

テニスコート、プール駐車場

使用料、集会室 

卓球場、パターゴル

フ、ます釣り場

戸田公園 漕艇場、集会室、合宿所 

秋ヶ瀬公園 野球場、サッカー場、運動場、

ソフトボール場、テニスコー

ト、ラグビー場

炊飯場、生涯スポー

ツエリア、ニュー

スポーツエリア

しらこばと公園 プール入場料、プール駐車場

使用料、多目的運動場、ビー

チバレーコート

自転車広場、ます釣

り場、 

みさと公園  駐車場 バーベキュー場 

県民健康福祉村 屋内運動施設、テニス場、ソ

フトボール場、多目的運動

場、更衣室 

所沢航空記念公園 運動場、テニスコート、茶室、

駐車場 



   

 

   

 

使用料、所沢航空発祥記念館

入館料 

川越公園 プール入場料、テニスコー

ト、プール駐車場使用料 

バーベキュー広場、

フットサルコート、

フィットネスジム、

卓球場、ます釣り場、

ボート場 

羽生水郷公園 水族館入館料   

加須はなさき公園 プール入場料、プール駐車場

使用料、多目的運動場 

ます釣り場、ボート

乗り場、パターゴル 

フ、自転車広場 

大宮第二・第三公園 野球場、テニスコート、茶室、

集会室 

 

久喜菖蒲公園   

智光山公園 こども動物園入園料  

 

※介護者については、下記の方が免除となります。なお、減免となる介護者は障がい者 1 名につ

き 1 名となります。 

①12 歳未満の障がい者の介護者 

②第一種身体障がい者の介護者 

③知的障がい者の介護者 

④一級、二級の精神障がい者の介護者 

※団体で利用する施設については、障がい者が合同で利用する場合に限ります。 

※駐車場使用料については、大型特殊自動車又は、乗合型自動車による利用にあっては、障がい者

が合同で使用する場合に限ります。 

※準用事業については、当協会独自の事業ではありますが免除の対象としております、ただし、免

除の条件が異なる場合があります。 

※お持ちの手帳のほか、株式会社ミライロが運営するスマートフォン用の障害者手帳アプリ「ミラ

イロ ID」がご利用になれます。  

なお、有料駐車場など一部施設においては、遠隔操作によるカメラでの確認のため、画像での認識

が困難であるなど、ご利用できない場合もあります。予めご了承ください。 

アプリの取得方法については、ミライロ ID のホームページ（https://mirairo-id.jp/（外部リン

ク））をご確認ください。 

※智光山公園については、狭山市営のため狭山市の条例を適用しています。 

※令和 3年 4月現在の情報となります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。 

 

https://mirairo-id.jp/
https://mirairo-id.jp/


   

 

   

 

 

 


